
第１章 総則 　【理事会】 第２２条　理事は理事会を構成し、互選により、
　【名称】 第１条　本協会は静岡県ボート協会（S．R．A．） 理事長・副理事長を選出する。理事会は本協会の

（以下「本協会」という）と称する。　 重要業務を総会の決定に基づき、審議処理する。
　【事務所・本部】　第２条　本協会の事務所を事務局長宅に置く。 　【監事】 第２３条　監事は評議員会の推薦により会長が委

また、本協会の本部を会長宅に置く。 嘱する。監事は会計を監査する。
第２章 目的及び事業 　【任期】 第２４条　役員の任期は会長と副会長を２年と
　【目的】 第３条　本協会は静岡県内のボート活動の普及発達を し、他の役員を１年とする。但し再任を妨げない。

はかるをもって目的とする。 改選は通常総会時とし、補充又は増員による役員の
第４条　本協会は(公社)日本ボート協会に対して静岡 任期は他の役員の残任期間とする。役員の任期が
県を代表するものとする。 満了しても、後任者が就任するまでは、なおその職を行う。

　【事業】 第５条　本協会はその目的を達するために下記の事業 第６章 会議
を行う。 　【評議員会】　第２５条　評議員会は会長が必要と認めた時
１　静岡県内における競漕会 に召集される。評議員会はその主な任務が役員の
２　静岡県代表選手の育成・選定・派遣 推薦であることから構成員の過半数の意志を持
３　ボートに関する調査・研究並びに指導 って、決定とする。
４　競技者規定による選手資格の決定 　【総会】 第２６条　総会は毎年１回会長が召集し、本規約
５　静岡県内のボートの普及活動 に定めるものの他、下記の事項を審議する。但し
６　その他目的達成に必要な事項 会長が必要と認めた場合は随時召集ができる。

　【運営】 第６条　本協会の事業はボート競技に理解のある善意 １　規約の変更
の競技者、指導者、支援者によって運営される。 ２　収支予算及び収支決算の承認

　【加盟及び脱退】　第７条　本協会への加盟及び脱退は総会にお ３　事業計画及び事業報告の承認
いて決定される。 ４　その他会長が必要と認めた事項

第３章 会員の資格 　【開会】 第２７条　総会は過半数の出席がなければ開会す
　【組織】 第８条　本協会には、静岡県に在住するか、もしくは静岡県内 ることができない。

水域に練習拠点を置く、学校、企業または地域の団体に所属 　【議決】 第２８条　総会の議事は、この規約に定めるもの
した個人が任意に構成したボート部またはクラブによって組織 のほか、出席者の過半数の議決で定め、可否同数
される。 の時は議長がこれを定める。但し、協議事項は予

　【資格】 第９条　選手として所属するものは、ボート競技を行 め総会構成員に通達し、出席できない場合は委任
うに十分な体力を有する者に限る。指導者、支援者 状をもって代理することができる。
はその限りでない。 　【議長】 第２９条　総会の議長は会長があたる。

第４章 会計 　【理事会】 第３０条　理事会は必要に応じて、会長が召集
　【経費の支弁】　第１０条　本協会の経費は下記に掲げるもので する。

支弁する。 　【理事会の議決】　第３１条　理事会は過半数の出席者をも
１　公共団体により交付される補助 って開会し、出席理事の過半数の議決をもって定
２　加盟金及び競漕会での出漕料並びに選手登録料 める。可否同数の場合は議長がこれを定める。出
３　寄付金 席できない場合は委任状をもって代理すること
４　その他の収入 ができる。

　【会計年度】　第１１条　本協会の会計年度は４月１日より始ま 第７章 専門部
り翌年３月３１日に終わる。 　【専門部】 第３２条　本協会は第５条に定める事業を執行

　【加盟金】　第１２条　本協会の加盟金（年額）は下記を合算した するに必要な専門部（専門委員会）又は専門本部を
額とする。金額は別途定める規程に依る。 設けることが出来る。名称、目的、委員、その他の事項
１　(公社)日本ボート協会年度登録料 は別途、細則に定める。
２　中部ボート連盟加盟金の登録団体分担金 第８章 名誉役員・賛助会員
３　(公財)静岡県体育協会負担金・賛助会費の登録団体分担金　【名誉役員】第３３条　本協会に名誉役員として、名誉顧
４　本協会事務局経費の登録団体分担金 問・名誉会長・特別顧問・顧問・参与を置くことができる。

第５章 役員・総会 その選考の基準は別途定める。名誉役員の任期は
　【総会】 第１３条　本協会の最高の決定機関は総会である。 ２年とする。但し再任を妨げない。
　【役員】 第１４条　本協会には次の役員を置く。 　【賛助会員】第３４条　本協会に賛助会員を置くことがで

１　会長１名 きる。賛助会員に関する規定は別途定める。
２　副会長若干名 第９章 規約の変更
３　理事長１名 　【規約の変更】　第３５条　本規約は総会において役員の４
４　副理事長若干名 分の３以上の同意を獲なければならない。やむを
５　理事若干名 得ず出席できない場合は委任状をもって代理す
６　監事２名 ることができる。
７　評議員加盟団体数 第１０章 慶弔規定

　【総会の構成】　第１５条　本協会の総会は第１４条に定めた役 【慶弔規定】 第３６条　下記事実が生じた場合に適用する。
員すべてで構成される。 １．三役並びに理事本人の死亡

　【評議員】第１６条　加盟団体はその団体内のルールに則り、 弔電・生花（又は花輪）・弔慰金２０，０００円
１名の評議員を決定する。但し、評議員が理事または ２．名誉役員本人の死亡
監事に就任した時はこれに代わる評議員を補充する。 弔電・生花（又は花輪）・弔慰金１０，０００円
評議員は評議員会を構成し、会長、副会長を推挙する。 ３．三役並びに理事の配偶者並びに両親（姻族は除く）

　【会長及び副会長】　第１７条　会長は本協会を代表し会務を総 弔電又は生花（又は花輪）
理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき ４．その他静岡県ボート協会関係者の死亡
は会長が予め指名した副会長が会長の職務を代行す 対象者並びにその対応については会長判断とする。
る。 第１１章 表彰規定

　【理事長及び副理事長】　第１８条　理事長は会長の命を受 【表彰規定】 第３７条　指導者表彰規程を別途定める。
け、会務を掌理し、副理事長はこれを補佐する。 附則 本規約は平成９年４月１９日から施行する。

　【理事】 第１９条　会長と副会長は職務の必要に応じて、 本規約は平成１２年４月９日から施行する。
評議員会に理事を推薦し、評議員会がこれを認め 本規約は平成１３年４月８日から施行する。
た者を理事とする。理事推薦の規定を別途定める。 本規約は平成１７年４月３日から施行する。

　【理事】 第２０条　会長と副会長は評議員及び理事の資格 本規約は平成２０年４月１日から施行する。
を有する。 本規約は平成２１年４月１日から施行する。

　【理事】 第２１条　会長と副会長を除き、理事と評議員は 本規約は平成２７年３月２９日から施行する。
これを兼務できない。 本規定は平成３１年３月３１日から施行する。

本規定は令和　２年３月２９日から施行する。
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